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昭和５３年３月１６日
航空事故調査委員会議決（空委第１１号）
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委員　諏訪勝義

委員　上山忠夫
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１　航空事故調査の経過

１．１　航空事故の概要

航空大学校所属ビーチクラフト式９５‐Ｂ５５型ＪＡ５２０９は、昭和５２年８月１ 

２日１４時１６分ごろ、同校所属の教官及び学生２名が乗組み、仙台空港のＡ滑走路１ 

２を使用してタッチアンドゴーによる訓練を実施中胴体着陸し、滑走路の中央付近にか 

く坐停止した。

機体は中破したが、人員の死傷はなかった。

１．２　航空事故調査の概要

昭和５２年８月１２～１３日　現場調査

１．３　原因関係者からの意見聴取

昭和５２年１１月１０日　意見聴取



２　認定した事実

２．１　飛行の経過

事故当日、ＪＡ５２０９は学生の夏期休暇（７月２３日～８月１０日）後の最初の訓練

として、教官が右操縦席、 Ａ学生が左操縦席、 後部座席にＢ学生が位置し、 １３時４６

分仙台空港のＡ滑走路１２から離陸した。

当日の訓練内容は学生各３回のタッチアンドゴーとＶＯＲアプローチの訓練であり、 

同機は離陸後引続きＡ滑走路１２の右旋回場周経路に進入し、Ａ学生の操縦により通常 

のタッチアンドゴー１回、模擬片発での低空周回進入によるタッチアンドゴー２回の計 

３回を実施したのち、アップウインドレグにてＢ学生が操縦を交代した。

Ｂ学生は引続き通常のタッチアンドゴー１回、低空周回進入によるタッチアンドゴー 

１回の計２回を実施したのち、３回目のタッチアンドゴーに移行した。

当該上昇中、教官は同機の高度が５０フィートを通過する時点でＢ学生の指示により 

脚上げ操作を行い、その後同機が高度２００フィート速度９０ノットとなった時点にお 

いてＮＯ１エンジンの出力を２，０００ＲＰＭ約１３インチに減じ、同機を模擬片発によ 

る離陸上昇態勢とした。

Ｂ学生は当該対応処置を行ったのち速度９０ノットを維持して上昇を続け、この間Ａ 

学生はＢ学生の指示により仙台タワーに対し低空周回進入を要求し、当該管制許可を得 

た。

その後教官は、同機の高度が４００フィートを通過した時点で、先にＮＯ１エンジン 

のスロットルを１３インチ付近にセットしたことにより鳴り続けている脚警報装置の警 

報音が学生に対する指示等に支障となるため、一時的な処置として当該装置のサーキッ 

トブレーカーを「ＰＵＬＬ　ＯＵＴ」として電気回路をしゃ断し警報音を消した。

同機は、低空周回進入のための所定の高度５００フィート、速度１１０ノットでダウ 

ンウインドレグを飛行し、教官は当該経路上でＢ学生の指示によりフラップ１０度下げ 

とした。

その後Ａ学生は仙台タワーに対し「５２０９ＯＮ　ＬＯＷ　ＤＯＷＮ‐ＷＩＮＤ」との通報 

を行い、これに対し「ＲＥＰＯＲＴ　ＢＡＳＥ」との指示を得たが、この直後において離陸 

待ちのセスナ機が滑走路上に進出した。

ダウンウインドレグの後半において教官はＢ学生の指示により緊急チェックリストの 

項目の模擬操作を実施し、その後同機はベースレグへの旋回を開始したが、この間依然



として仙台タワーの交信が錯そうしており、このため同機は先に仙台タワーから指示さ 

れたべースレグでの通報が出来ず、また乗組員全員は、滑走路上のセスナ機がいまだ離 

陸しないため当該セスナ機との間隔がせばまることを気にしながらベースレグを通過し、 

引続きファイナルレグへの旋回を開始した。

同機が最終進入経路への旋回を終了したころ滑走路上のセスナ機が離陸し、その直後 

仙台タワーから同機に対し「進入を継続せよ」との指示があり、これに対しＡ学生が 

「了解」との応信を行った。

その後同機が最終経路において高度２００～３００フィートに達した時点で仙台タワ 

ーからのタッチアンドゴーの許可を受信し、これに対し同機から「了解」との答信が行 

われ、またこの間Ｂ学生は教官に対し着陸を行う旨の意志表示をするとともにフラップ 

の全開を指示し、教官は直ちにフラップを全開（３０度下げ）とした。

Ｂ学生は両エンジンのスロットルを約１２インチ（吸気圧力計指示）とし、速度約９ 

５ノットでＶＡＳＩＳにより約3度の降下進入角を保持しながら進入を継続したのち、 

約８５ノットで滑走路末端を通過しその後着陸のための引起しに移行したが、同機は滑 

走路１２の末端から約２５０メートルの滑走路中心線上に胴体下面のアンテナの先端、 

次いで両プロペラブレードの先端が接地したのち胴体着陸した。

同機はプロペラブレード及び胴体下面を擦過損傷しながら滑走路中心線上沿いにほぼ 

直進したのち若干左に偏向し、滑走路末端から４５６メートルの滑走路中心線の左側

（約５メートル）に機首方位１２５度でかく坐停止した。

停止後、教官とＢ学生は直ちに電気及び燃料系統の所要のスイッチ類をオフとしたが、 

この時点で操縦席床面から青白い発煙があったため、教官は学生を機外に退避させたの 

ち、とう載用の消火器を噴射して当該煙の減衰を確認し、１４時２０分ごろ機体から離 

脱した。

２．２　人の死亡、行方不明及び負傷

死傷
とう乗者

乗組員　その他
その他

死亡　０　０　０

重傷　０　０　０

軽傷　０　０　０

なし　３　０



２．３　航空機の損壊の程度

中破

２．４　航空機以外の物件の損壊

なし

２．５　乗組員に関する情報

教官　昭和１３年３月２９日生

事業用操縦士技能証明書第１１７３号　昭和３７年１０月５日取得

限定（陸上単発、陸上多発、ＤＣ‐６）

操縦教育証明第６５６号　昭和４６年３月３０日取得

総飛行時間　４，５７５時間２８分

同型式機による飛行時間　１，２９４時間２５分

最近９０日間の飛行時間　１３３時間１５分

第１種航空身体検査証明書第１１６８００８７号

同有効期限　昭和５３年２月６日

学生（Ｂ）　昭和３０年７月１３日生

自家用操縦士技能証明書第７０８７号　昭和５１年１２月２２日取得

限定（陸上単発）

第３種航空身体検査証明書第３１９２０６３３号

同有効期限　昭和５３年３月２２日

総飛行時間　１８９時間２０分

同型式機による飛行時間　２９時間２０分

同型式機による着陸回数　１２０回

学生（Ａ）　昭和３１年５月３日生

自家用操縦士技能証明書第７０２２号　昭和５１年１０月２９日取得 

限定（陸上単発）

第3種航空身体検査証明書第３１９２０６２２号

同有効期限　昭和５３年３月２２日

総飛行時間　１８５時間０５分

同型式機による飛行時間　２７時間００分



同型式機による着陸回数　１０７回

２．６　航空機に関する情報

国籍及び登録記号　ＪＡ５２０９

型式　ビーチ式９５‐Ｂ５５型

製造番号及び年月日　ＴＣ‐１５８４　昭和４８年８月１６日

耐空証明書番号　東５１‐１９４

同有効期限　昭和５３年７月１８日

総使用時間　３，００６時間４０分

事故当時の同機の重量は４，７３３ポンド（最大５，１００ポンド）、その重心位置は

８０．２９インチ（当該重量における重心位置許容範囲７７．５インチ～８６インチ）で、 

いづれも許容範囲内にあったものと推定される。

２．７　気象に関する情報

当日仙台航空測候所の観測による事故発生（１４時１６分ごろ）当時の観測値は次の 

とおりであった。

観測時刻
１３時００分（Ｍ）　１４時００分（Ｍ／Ｓ）　１４時２５分（Ａ）　１５時００分（Ｍ）

観測諸元

風向（　度　）　 １１０　 １４０　 １１０～１９０　 １３０

風速（ノット）　１２　１０　９　７

視程（キロメートル）　３０　２５　２５　２５

雲形　積雲　積雲　積雲　積雲

雲量　３／８　２／８　５／８　６／８　５／８

雲高（フィート）　２，５００　８００　１，３００　１，３００　１，８００

気温（℃）　２５　２５　２５　２５

露点温度（　℃　）　 １９　 １９　 ２０　 １９

気圧（ミリバール）　１，００２　１，００２　１，００２　１，００２

ＱＮＨ（インチ）　２９．６０　２９．６０　２９．６０　２９．５９

観測種類

（Ｍ）　定時観測

（Ｓ）　特別観測

（Ａ）　事故観測



２．８　通信に関する情報

事故発生（１４時１６分ごろ）約３分前からの仙台管制塔と航空機との交信内容は別 

紙のとおりであった。

２．９　航空機及び部品の損壊に関する情報

プロペラブレード：No.１、No.２エンジンの全数（４枚）とも先端から中央部にかけて 

後方に湾曲。

前脚ドア：左右ともに閉の状態で擦過損傷

胴体下面外板：擦過損傷

フラップ：左右ともに翼根側先端部下面が擦過損傷

ステップ：下面擦過損傷

ＡＤＦセンスアンテナ：前方左右の支柱が擦過損傷及び湾曲

ＤＭＥアンテナ：支柱折損

マーカービーコンアンテナ：破損

ＶＨＦアンテナ：支柱折損

衝突防止灯：破損

ＪＡ５２０９のかく坐停止時における各関係スイッチ及びレバーの操作位置のうち、 

主なものは次のとおりであった。

脚操作スイッチ　ＵＰ

脚モーターサーキットブレーカー　ＰＵＳＨ　ＩＮ

脚警報サーキットブレーカー　ＰＵＬＬ　ＯＵＴ

フラップ操作スイッチ　ＦＵＬＬ　ＤＯＷＮ

スロットルレバー　ＩＤＬＥ

ミクスチャー　ＩＤＬＥ　ＣＵＴ　ＯＦＦ

３　事実を認定した理由

３．１　解析

事故機及び整備記録の調査結果から、事故発生前における当該機には不具合はなく、 

かつ事故後における当該脚機構の作動状況は脚警報装置を含めいづれも正常であり、そ



の損傷はすべて胴体着陸によって発生したものと認められる。

事故当時の気象状況は、事故発生に関連がなかったものと推定される。

教官は６回目のタッチアンドゴーのアップウインドレグにおいて同機を模擬片発状態 

とし、このため鳴り続ける脚警報音が学生に対する指示等に支障となることを危惧し、

当該警報音を消すため同装置のサーキットブレーカーを 「ＰＵＬＬ　ＯＵＴ」 としたも

のと認められ、また当該処置は、その後の場周経路において同サーキットブレーカーを 

「ＲＥＳＥＴ」とするという意図をもった一時的なものであったと推定されるが、教官

が当該措置を失念したため、当該サーキットブレーカーはその後事故に至るまでの間 

「ＲＥＳＥＴ」されなかったものと認められる。

同機が模擬片発による低空周回進入のため高度５００フィートでダウンウインドレグの 

中間付近を通過した時点から、ベースレグを経由しフアイナルレグへの旋回を完了する 

までの約２分間において、仙台タワーと他機との交信が錯そうしていたため、同機は先 

にタワーから指示されたターニングベースでの通報ができないままフアイナルレグへの 

進入を継続したものと認められる。

また上記の間において、地上には離陸待ちのセスナ機がおり、当該セスナ機と進入中 

の自機との間隔が次第にせばまることを乗組員全員が気にしていたものと推定され、教 

官及びＢ学生の注意がこれに集中していたため、Ｂ学生はチエックリストによる脚下げ 

及びフラップ２０度下げの操作（通常ターニングベースにおいて行われる）を教官に指 

示することを失念し、教官もこれに気付かなかったものと推定される。

同機は、当該セスナ機が離陸した後、最終進入経路上のほぼ中間点を高度２００～３ 

００フィートで通過した時点で、仙台タワーからタッチアンドゴーの実施許可を受信し 

たものと推定される。

教官とＢ学生は、仙台タワーからの復航の指示があることを予想しながら進入を継続 

していたところ、上記の着陸許可を受信したので直ちにタッチアンドゴーの実施を决心 

し、フラップを全開としたのち、脚上げの状態のまま着陸態勢に移行したものと推定さ 

れる。

同機は、脚上げ状態での着陸進入により、通常の出力より１～２インチ少ない約１２ 

インチの出力設定で最終進入を行ったものと推定され、当該出力設定値は脚警報装置の 

作動範囲（ＭＡＰ１３±１インチ以下）であったが、同装置のサーキットブレーカーが 

「ＰＵＬＬ　ＯＵＴ」のままにされていたため、この間警報音は鳴らなかったものと認 

められる。



同機は、Ｂ学生の十分な引起し操作の後沈下し、滑走路上に胴体着陸したが、この間 

乗組員は同機が脚上げ状態であることに気付かなかったものと推定される。

４　結論

(1)　教官及び２名の訓練生はともに適正な資格を有し、かつ所定の航空身体検査に合格 

していた。

(2)　ＪＡ５２０９は有効な耐空証明を有しており、定時及び日常点検は規定どうり実施 

されていた。

(3)　ＪＡ５２０９は事故前に機体エンジン及び諸系統には故障又は作動不良はなく、事 

故発生まで正常な状態であったものと推定される。

(4)　当時の気象状況は本事故に直接関連がなかったものと推定される。

(5)　教官は当該場周経路のアップウインドレグにおいて脚警報装置のサーキットブレー 

カーを「ＰＵＬＬ　ＯＵＴ」としたものと認められる。

(6)　上記教官の操作は模擬片発状態の設定にともない作動した脚警報装置の警報音が指 

示等の伝達に支障となると判断し、これを止めるという暫定的な処置であったものと 

推定される。

(7)　同機がダウンウインドレグの中間点付近を通過した後の周回進入の過程において、 

乗組員全員の注意は離陸待ちのセスナ機の動向に集中していたものと推定される。

(8)　教官は先に「ＰＵＬＬ　ＯＵＴ」とした脚警報装置のサーキットブレーカーを 

「ＲＥＳＥＴ」とすることを失念していたものと認められる。

(9)　教官及びＢ学生は当該進入中チエックリストに定められている脚下げ操作の実施と 

その確認を失念したものと認められる。

(10)　同機は脚上げ状態で、しかも脚警報装置不作動の状態のまま進入を継続し、教官及 

びＢ学生はこれに気付かぬままその後の着陸許可により、フラップのみを全開として 

直ちに着陸態勢に移行したものと推定される。



原因

本事故は、模擬片発での低空周回進入による着陸訓練を実施中、脚上げのまま滑走路 

へ進入し胴体着陸したことによるものと認められる。

なお、当該胴体着陸は場周経路において脚下げ操作とその確認の手順を失念したこと 

によるものであり、また脚警報装置が作動しなかったことは、教官が先に「ＰＵＬＬ　ＯＵＴ」 

とした同装置のサーキットブレーカーを「ＲＥＳＥＴ」とすることを失念していたこと 

によるものと認められる。




